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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２２年１２月１４日（火）午後４時１７分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後４時２７分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 柴田繁勝  副委員長 野原　修  委　　員 南野直司

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　馬場　博 同部理事　市橋正己

同部次長兼学校教育課長　前馬晋策　　　　　

生涯学習部長　宮部善隆 生涯学習スポーツ課長　小林寿弘　同課参事　上　清隆

青少年課長　門川好博　 市民図書館長　池上敦実

１．出席した議会事務局職員

　 事務局局次長　藤井智哉   同局書記　寺前和恵

１．審査案件

　　議案第　８５号　摂津市立温水プール指定管理者指定の件
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（午後４時１７分　開会）

○柴田繁勝委員長　ただいまから、文教

常任委員会を開会します。

　本日の委員会記録署名委員は、渡辺委

員を指名します。

　議案第８５号の審査を行います。

　本件については、先日の委員会で既に

質疑を行っておりますが、本日の本会議

で議案の訂正が行われましたので、訂正

されました部分について質疑があればお

受けします。

　安藤委員。

○安藤薫委員　確認の意味で、もう一回

経過を教えていただきたいと思います。

　本会議でも、この指定管理者の代表で

ある理事長に、法的にはそれ程問題がな

かったという理解だったと思うのですが、

摂津市的にも大きな影響を与えている府

議会議員現職の方が理事長になっていた

と。その点で、かなり各議員から指摘も

されたと思います。そういった中で、こ

の団体のほうから理事長辞任というよう

なことになって、今回の訂正ということ

でありますが、この理事長の辞任のタイ

ミングですね、ちょうど委員会の前日に

なるというというふうなことであります

ので、その辺の経過を教えていただきた

いのと、これも議運で少し質問されてた

と思いますが、理事長を辞任された後の

職務ですね、それからこの職務代行とい

うのはどういった権限があるのか、それ

からいつまでに、正式な理事長が出され

るのか、理事長が改めて決定された後に、

指定管理者の契約はどのようになるのか

という点、よろしくお願いします。

○柴田繁勝委員長　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　それでは、

経過につきまして御説明させていただき

ます。

　１２月１日付けで、摂津市水泳連盟の

阿部理事長のほうから、退任願がござい

まして、その日に、緊急理事会が開催さ

れまして、その中で理事長の職務代行と

いたしまして、丸山政克氏が選任された

ところでございます。

　理事長職務代行につきましては、定款

第１３条の中でも書いておりますけれど

も、理事長がおられないときは、職務を

代行するということになっておりますの

で、現在の水泳連盟の運営につきまして

は、理事長職務代行の丸山氏が中心となっ

て、職務を遂行されるということでござ

います。昨日も、理事会を開催されまし

て、その中で、水泳連盟理事長職務代行、

丸山氏を中心に、我々の指定管理業務を

遂行していくということを確認されてお

ります。新理事長の選任につきましては、

現在、人選を進めておられまして、２月

の理事会で最終、承認・決定を行ってい

くという流れで取り組んでおられるとい

うことを聞いております。

○柴田繁勝委員長　よろしいですか。

　安藤委員。

○安藤薫委員　２月に理事会であったり、

新理事長が選出されるということである

と、指定管理者との契約も、改めてそこ

で訂正をやっていくということでいいの

か、また、職務代行になられる丸山さん

という方は、これまで水泳連盟の中で、

どのような役割を果たしてこられてきた

のかという点もお聞かせいただきたいと

思います。

○柴田繁勝委員長　それでは、２点です

ね。

　小林課長。

○小林生涯学習スポーツ課長　今現在、

理事長の件につきまして、職務代行とい

う形でございますけれども、新しい理事

長が変更されること、また、先般の委員

会でもございました、事務所の所在地の
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件につきましても、あわせて事務所の変

更を協議されておりまして、市内の居住

者の理事宅に置くということを決めてお

られます。そういった理事長の変更、ま

た、事務所の所在地につきまして、変更

が整い次第、指定管理者申請に伴います

関係書類、また、水泳連盟の定款といっ

た部分についても変更を進められまして、

我々との基本協定書、また、年度協定書、

その他の関係書類、これにつきましては、

新しい理事長、新しい事務所所在地のも

とで、契約をしていきたいと考えており

ます。

　それと、丸山氏につきましては、昭和

２６年生まれの方でございまして、５９

歳でございますけれども、昭和５７年か

ら財団法人大阪水泳協会で、指導職員と

して勤務されておられまして、温水プー

ルのほうにも、開設当時から指導長とし

て勤務されておられます。ご本人は、高

校時代にはインターハイに出場されたり、

成年になられましてからは、国民体育大

会にも出場されて優秀な成績を残してお

られますし、日本スイミングクラブ協会

の認定資格も持っておられます。こういっ

たことで、現在、職務代行といった形に

なっておりますけれども、温水プールの

中では、水泳に精通した職員のトップと

いたしまして、温水プールの施設管理運

営をすべてわかっておる職員でございま

すので、新しい理事長が選任されるまで

の間、職務代行を全うしていただけるも

のと考えております。

○柴田繁勝委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　今回は、指定管理者の継

続ということで、水泳連盟だけでなく、

さまざまな摂津市からの外郭団体への継

続ということの中の一つとして、水泳連

盟も継続という形となりましたが、理事

長の問題で、このような異例な形で訂正

ということになってきたことについては、

事務の手続上、もう少ししっかりと精査

をしていただきたいと思いますし、同時

に、指定管理者の問題では、きょうの本

会議でも取り上げられておりましたが、

本来、市が直営でやれるべきものはやる

とういう考えを持っておりまして、指定

管理者にした場合は、やはり透明性であ

るとか、市民への説明責任であるとか、

それとやっぱり何よりも市民サービス向

上というのが大きな目的でありますので、

そういう点では、この水泳連盟について

の課題は先送りになってこれからという

ことでありますけれど、透明性とか、市

民への説明責任ですとかをしっかりと果

たしていただきたいということを強く要

望しておきたいと思います。

○柴田繁勝委員長　それでは、ほかに質

疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　以上で、質疑を終わ

ります。

　暫時休憩をいたします。

（午後４時２４分　休憩）

（午後４時２６分　再開）

○柴田繁勝委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

　討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○柴田繁勝委員長　討論なしと認め、採

決をいたします。

　議案第８５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○柴田繁勝委員長　全員賛成。

　よって本件は、可決すべきものと決定

しました。

　これで、本委員会を閉会します。

（午後４時２７分　閉会）

－3－



委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 柴 田 繁 勝

文教常任委員  渡 辺 慎 吾
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